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聖籠町一時的保育事業運営規則を廃止する規則をここに公布する。 

平成２７年３月６日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第４号 

聖籠町一時的保育事業運営規則を廃止する規則 

 聖籠町一時的保育事業運営規則（平成１２年聖籠町規則第２６号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


